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○
消
防
庁
告
示
第

号

特
定
小
規
模
施
設
に
お
け
る
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
二
十
五

号
（
特
定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
六
年

月

日

消
防
庁
長
官

原

邦
彰

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

第
二

［
同
上
］

特
定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
し
、
及
び
維
持
す
る

［
同
上
］

も
の
と
す
る
。

一

感
知
器
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十

一

感
知
器
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十

三
条
第
四
項
各
号
（
第
一
号
ハ
、
第
四
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
ニ
、
第
七
号
の
二
、
第
七
号
の
三
、
第

三
条
第
四
項
各
号
（
第
一
号
ハ
、
第
四
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
ニ
、
第
七
号
の
二
、
第
七
号
の
三
、
第

七
号
の
五
、
第
七
号
の
六
及
び
第
九
号
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
十
四
条
第
七

七
号
の
五
、
第
七
号
の
六
及
び
第
九
号
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
、
第
二
十
四
条
第
七
号
並

号
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

び
に
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

差
動
式
ス
ポ
ッ
ト
型
、
定
温
式
ス
ポ
ッ
ト
型
又
は
補
償
式
ス
ポ
ッ
ト
型
そ
の
他
の
熱
複
合
式
ス
ポ
ッ
ト
型

差
動
式
ス
ポ
ッ
ト
型
、
定
温
式
ス
ポ
ッ
ト
型
又
は
補
償
式
ス
ポ
ッ
ト
型
そ
の
他
の
熱
複
合
式
ス
ポ
ッ
ト
型

(一)

(一)

の
感
知
器
は
、
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
屋
根
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
壁
の
屋
内
に
面
す
る

の
感
知
器
は
、
天
井
又
は
壁
の
屋
内
に
面
す
る
部
分
（
天
井
の
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
屋
根
又
は
壁
の
屋

部
分
の
次
の
い
ず
れ
か
の
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

内
に
面
す
る
部
分
。
以
下
同
じ
。
）
の
次
の
い
ず
れ
か
の
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(二)

(三)

(二)

(三)

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

五

受
信
機
は
、
規
則
第
二
十
四
条
第
二
号
（
ハ
及
び
チ
を
除
く
。
）
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
二
十

五

受
信
機
は
、
規
則
第
二
十
四
条
第
二
号
（
ハ
及
び
チ
を
除
く
。
）
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
及
び
第
二
十
四
条

四
条
の
二
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
防
災
セ
ン
タ
ー
等

の
二
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
防
災
セ
ン
タ
ー
等
（
こ

（
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
が
存
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
火
災
表
示
を
容
易
に
確
認
で
き
る
場
所
）
に
設
け

れ
ら
に
類
す
る
場
所
が
存
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
火
災
表
示
を
容
易
に
確
認
で
き
る
場
所
）
に
設
け
る
こ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
感
知
器
が
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定

と
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
感
知
器
が
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る

め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
第
二
条
第
十
九
号
の
六
に
規
定
す
る
連
動
型
警
報
機
能
付

省
令
（
昭
和
五
十
六
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
第
二
条
第
十
九
号
の
六
に
規
定
す
る
連
動
型
警
報
機
能
付
感
知

感
知
器
（
第
七
号
に
お
い
て
「
連
動
型
感
知
器
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
受
信
機
を
設
け
な
い
こ
と

器
（
第
七
号
に
お
い
て
「
連
動
型
感
知
器
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
警
戒
区
域
が
一
の
場
合
に
は
、
受
信
機

が
で
き
る
。

を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

八

地
区
音
響
装
置
は
、
規
則
第
二
十
四
条
第
五
号
及
び
第
五
号
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
（
受
信

八

地
区
音
響
装
置
は
、
規
則
第
二
十
四
条
第
五
号
及
び
第
五
号
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
（
第
五

機
を
設
け
る
場
合
に
限
る
。
）
。

号
本
文
の
規
定
に
よ
り
受
信
機
を
設
け
る
場
合
に
限
る
。
）
。

九

発
信
機
は
、
規
則
第
二
十
四
条
第
八
号
の
二
及
び
第
二
十
四
条
の
二
第
三
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ

九

発
信
機
は
、
規
則
第
二
十
四
条
第
八
号
の
二
及
び
第
二
十
四
条
の
二
第
三
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ

と
（
受
信
機
を
設
け
る
場
合
に
限
る
。
）
。

と
（
第
五
号
本
文
の
規
定
に
よ
り
受
信
機
を
設
け
る
場
合
に
限
る
。
）
。

［
十
～
十
二

略
］

［
十
～
十
二

同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




